
様式１ 

令和６年度指定管理業務評価表 
 

施設名 岡崎市中小企業・勤労者支援センター 

施設所管課 経済振興部商工労政課 

指定管理者名 岡崎市中小企業・勤労者支援センター管理共同事業体 

指定管理期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

Ⅰ 業務の履行確認【適正性】 

評価項目 評価基準 所管評価 

１ 施設全般の管理運営 適 

(1) 基本管理 基本協定書等に基づき、適切な管理（個人情報の取扱い含む）がされたか  

(2) 職員配置 基準に基づき、適切な人員配置がされたか  

(3) 職員研修 業務に必要な研修・教育が適切に行われたか  

(4) 利用促進業務 利用者拡大のための利用促進業務が適切に行われたか  

(5) 法令順守 管理運営にあたり、法令は順守されたか  

(6) 危機管理 事故、災害時の対応体制が確立されているか。安全性の確保に努めているか。  

(7) 情報保護・情報公開 個人情報保護・情報公開制度に基づき、適切に運用されたか  

２ 利用状況 適 

(1) 利用状況 利用者数・稼働率等は、適切な水準か   

(2) 利用料金（使用料） 利用料金の設定、徴収・減免・還付、利用許可の手続は適切か  

３ 保守点検並びに清掃業務等 適 

(1) 保守点検業務 基準に基づき、保守点検（昇降機、電気機械、電話、消防設備等）が適切に行われたか  

(2) 清掃・維持管理業務 基準に基づき、清掃、廃棄物処理、維持管理が適切に行われたか  

(3) 保安・警備業務 基準に基づき、保安・警備業務が適切に行われたか  

(4) 修繕業務 基準に基づき、修繕業務が適切に行われたか  

Ⅰの総括 Ⅰ 業務の履行に対する施設所管課の評価理由 

適 
施設の維持管理については、基本協定書、法令等に基づき適切に管理され、利用者の利便性向上にも努めている。保守点 

検業務についても、不良箇所の早期発見に努め、必要な修繕を行っている。 

 

Ⅱ サービスの質に関する評価【有効性】 

評価項目 評価基準  

１ 利用者評価（Ⅰゾーンの施設は削除してもよい） アンケート結果 

(1) 接客業務 利用許可等における接客、クレーム対応等の対応は適切か 適 

(2) 維持管理業務 日常清掃業務や衛生管理は適切か 適 

(3) 施設運営業務 実施された事業内容は円滑に行われ、適切か 適 

２ 目標達成度 所管評価 

(1) 取組姿勢 施設目的や運営課題に沿った目標となっているか。目標達成に向けた取り組みを行ったか。 適 

(2) 目標達成 目標は達成されたか 適 

３ 事業の実施 所管評価 

(1) 提案事業 基準に基づく提案事業が効果的に行われたか  適 

(2) 自主事業 施設の目的に沿った自主事業が効果的に行われたか 適 

Ⅱの総括 Ⅱ サービスの質に対する施設所管課の評価理由 

適 
日常清掃及び衛生管理を欠かさず行い、適切に維持管理を行っている。利用者からも概ね満足という評価を得られている。 

ドローンや先端技術セミナー等の提案事業や自主事業も適正に行っている 



Ⅲ サービス提供の効率性・安定性に関する評価【効率性・安定性】 

評価項目 評価基準 所管評価 

１ 効率的な運営状況 経費の節減及び効率的な管理運営のための創意工夫がみられるか 良・適・改善 

２ 施設運営の事業収支 適・改善 

(1) 施設運営の事業収支 事業収支は妥当か。使用料や利用料金の増等につながっているか。  

(2) 施設経営状況 施設経営状況分析指標の結果は、妥当か   

(3) 経営状況 指定管理者の経営状況は妥当か   

Ⅲの総括 Ⅲ サービス提供の効率性・安定性に対する施設所管課の評価理由 

 
 

 

 

総合評価 市の評価（特に評価した点がある場合、その点も記入） 

B 

基本協定書、法令等に基づき、適切な施設管理を行っている。提案事業については、ドローンの体験会や自主練習会、各 

種セミナー・講習等、利用者のニーズをくみ取った事業を強化し、利用者の増加、満足度の向上に努めている。 

保守点検や清掃等施設の維持管理についても適切に行われている。 

  ※ 本業務評価は毎月の報告書、随時の現地調査、年度事業報告書等を基に評価しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰの総括基準 

 適 ＝所管評価がすべて適である。 

 改善＝所管評価で改善がある。（要改善） 

 

Ⅱの総括基準 

 良 ＝アンケート結果・所管評価がすべて適以上であり、４つ以上良がある。 

 適 ＝アンケート結果・所管評価がすべて適以上であり、良が３つ以下である。 

 不適＝アンケート結果・所管評価で不適があり、早急に改善する必要がある。 

 

Ⅲの総括基準 

良 ＝所管評価がすべて適以上であり、かつ特に評価すべき点がある。 

 適 ＝所管評価がすべて適である。 

 改善＝所管評価で改善がある。 

 

総合評価基準 

 Ａ (優良)＝ すべての総括項目が適以上であり、かつ特に評価すべき点がある。 

      （Ⅱ サービスの質に関する評価【有効性】を評価する場合は、良でなければならない。） 

 Ｂ (良好)＝ 総括基準が適である。 

 Ｃ (要改善)＝ 総括評価で改善、又は不適がある。 


